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最新の内容は厚生労働省の通知・告示等をご参照ください。

入院基本料等加算に関する基準は、「基本診療料の施設基準等」の他、下記のとおりとする。なお、病棟単位で届出を行う入院基本料

等加算を算定する病棟が複数ある場合であっても、それぞれの病棟において当該入院基本料等加算の施設基準の要件を満たすことが必

要であること。

通則

～（10）（略）

一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票の記入は、院内研修を受けたものが行うものである

こと。ただし、別添６の別紙７の別表１に掲げる「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ａ・Ｃ項目に係

るレセプト電算処理システム用コード一覧」を用いて評価を行う項目については、当該評価者により各選択肢

の判断を行う必要はない。実際に、患者の重症度、医療・看護必要度が正確に測定されているか定期的に

院内で確認を行うこと。
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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて

入院基本料等加算の施設基準等

急性期総合体制加算


